
本
市
で
は
、
従
来
か
ら
納
税
通
知

書
に
添
付
し
た
課
税
明
細
書
（
土
地

や
家
屋
に
つ
い
て
の
課
税
資
産
の
内

訳
書
）
を
送
付
し
て
い
ま
し
た
。
今

回
の
制
度
の
改
正
で
、
課
税
明
細
書

の
送
付
が
法
律
で
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
伴
い
、
項
目
の
内
容
が
充

実
。
土
地
や
家
屋
の
一
筆
ま
た
は
一

棟
単
位
の
税
相
当
額
が
記
載
さ
れ
ま

す
。
評
価
額
な
ど
の
確
認
と
併
せ
て

活
用
し
て
く
だ
さ
い
。

□
宅
地
の
標
準
的
な
価
格
閲
覧
制
度

従
来
か
ら
宅
地
評
価
に
用
い
る
土

地
の
路
線
価
な
ど
（
主
に
市
街
化
区

域
は
路
線
価
格
、
市
街
化
調
整
区
域

は
標
準
地
価
格
）
を
公
開
し
て
き
ま

し
た
。
こ
の
価
格
の
閲
覧
も
法
律
で

定
め
ら
れ
ま
し
た
。
標
準
宅
地
の
位

置
や
価
格
を
記
載
し
た
書
面
を
閲
覧

で
き
ま
す
。

な
お
、
平
成
十
五
年
度
の
路
線
価

な
ど
の
閲
覧
は
四
月
一
日
�
か
ら
。

閲
覧
は
無
料
で
す
。

対
象
＝
ど
な
た
で
も
　
場
所
＝
市
役

所
２
階
資
産
税
課

□
証
明
制
度
の
法
定
化

固
定
資
産
税
の
証
明
制
度
は
、
納

税
義
務
者
が
固
定
資
産
課
税
台
帳
に

記
載
さ
れ
て
い
る
事
柄
の
証
明
書
の

請
求
が
で
き
る
も
の
。
従
来
は
住
民

サ
ー
ビ
ス
の
一
環
と
し
て
証
明
書
を

発
行
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
証
明
書

の
発
行
も
制
度
改
正
に
よ
り
法
律
で

定
め
ら
れ
ま
し
た
。
同
時
に
、
借
地

人
や
借
家
人
な
ど
も
借
地
・
借
家
の

対
象
資
産
の
証
明
書
を
請
求
で
き
ま

す
。
こ
の
制
度
が
適
用
さ
れ
る
の
は

四
月
一
日
�
か
ら
で
す
。

ま
た
、
訴
え
の
提
起
を
申
し
立
て

る
人
な
ど
一
定
の
訴
訟
当
事
者
も
、

申
し
立
て
の
目
的
で
あ
る
固
定
資
産

の
証
明
書
を
請
求
で
き
ま
す
。
証
明

書
は
一
枚
三
百
五
十
円
で
す
。

場
所
＝
市
役
所
２
階
税
証
明
窓
口
、

各
支
所
・
出
張
所
、
各
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
セ
ン
タ
ー（
無
資
産
証
明
な
ど
の
一

部
の
証
明
書
は
市
役
所
２
階
税
証
明

窓
口
の
み
）

対
象
＝
納
税
義
務
者
、

納
税
義
務
者
と
同
一
世
帯
の
親
族
、

納
税
管
理
人
、
相
続
人
（
相
続
人
代

表
者
以
外
は
相
続
関
係
を
証
明
す
る

書
類
が
必
要
）、
法
定
代
理
人
（
権
利

関
係
を
証
明
す
る
書
類
が
必
要
）、
借

地
・
借
家
人
（
有
償
で
あ
る
こ
と
が

分
か
る
権
利
関
係
を
証
明
す
る
書
類

が
必
要
）、
固
定
資
産
の
処
分
を
す
る

権
利
が
あ
る
人
と
し
て
総
務
省
令
で

定
め
る
人
（
権
利
関
係
を
証
明
す
る

書
類
が
必
要
）、
一
定
の
訴
訟
当
事
者

（
訴
状
や
証
拠
書
類
な
ど
の
関
係
書
類

が
必
要
）、
納
税
義
務
者
な
ど
か
ら
委

任
を
受
け
た
人
（
委
任
状
が
必
要
）

そ
の
他
＝
納
税
義
務
者
な
ど
で
あ
る

こ
と
を
確
認
で
き
る
運
転
免
許
証
な

ど
や
納
税
通
知
書
、
権
利
関
係
を
証

明
す
る
書
類
な
ど
、
印
鑑
を
用
意

□
審
査
申
し
出
期
間
の
改
正

今
回
の
改
正
で
、
固
定
資
産
課
税

台
帳
に
登
録
さ
れ
た
価
格（
評
価
額
）

に
つ
い
て
、
固
定
資
産
評
価
審
査
委

員
会
に
審
査
申
し
出
の
で
き
る
期
間

が
変
わ
り
ま
す
。
申
し
出
の
受
け
付

け
は
縦
覧
期
間
の
初
日
の
四
月
一
日

か
ら
。
申
し
出
期
限
は
納
税
通
知
書

を
受
け
取
っ
た
翌
日
か
ら
数
え
て
六

十
日
（
従
来
は
三
十
日
）
後
で
す
。

７ 広報まえばし

引
っ
越
し
の
と
き
に
は
次
の
点
を

確
認
し
、
早
め
に
水
道
局
へ
届
け
出

を
し
て
く
だ
さ
い
。
届
け
出
が
な
い

と
、
実
際
に
は
水
道
を
使
っ
て
い
な

く
て
も
基
本
料
金
が
掛
か
り
ま
す
。

�
現
住
所
（
水
道
使
用
場
所
）
�

使
用
者
の
氏
名
�
「
水
道
使
用
量
等

の
お
知
ら
せ
」
や
領
収
書
に
記
載
さ

れ
て
い
る
「
水
道
番
号
」
�
引
っ
越

し
日
�
引
っ
越
し
先
の
住
所
と
電
話

番
号
。

届
け
出
は
水
道
局
だ
け
で
な
く
、

市
役
所
２
階
水
道
局
窓
口
ま
た
は
水

道
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
受
け
付
け

て
い
ま
す
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
ジ
ー
シ
ー
シ
ー

自
治
体
サ
ー
ビ
ス
前
橋
セ
ン
タ
ー
�

８
９
０
―
３
３
０
０
へ
。

引
っ
越
し
た
ら
忘
れ
ず

水
道
局
へ
も
届
け
出
を

昨
年
十
月
か
ら
の
「
赤
い
羽
根
共

同
募
金
」
と
、
十
二
月
か
ら
の
「
地

域
歳
末
た
す
け
あ
い
募
金
」
に
、
各

自
治
会
を
は
じ
め
、
多
く
の
皆
さ
ん

か
ら
心
の
こ
も
っ
た
ご
協
力
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。

今
回
は
、
総
額
で
四
千
五
百
六
十

三
万
七
千
九
百
四
十
四
円
（
赤
い
羽

根
共
同
募
金
三
千
百
三
万
三
千
九
百

三
十
六
円
、
地
域
歳
末
た
す
け
あ
い

募
金
千
四
百
六
十
万
四
千
八
円
）
の

浄
財
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

赤
い
羽
根
共
同
募
金
は
、
県
共
同

募
金
会
を
通
じ
て
県
内
の
社
会
福
祉

施
設
や
団
体
へ
配
分
さ
れ
る
予
定
で

す
。
ま
た
、
地
域
歳
末
た
す
け
あ
い

募
金
は
、
市
内
の
福
祉
施
設
な
ど
の

年
末
年
始
行
事
の
助
成
を
は
じ
め
、

地
域
福
祉
サ
ー
ビ
ス
活
動
事
業
助
成

の
た
め
に
配
分
さ
れ
、
有
効
に
活
用

さ
れ
ま
す
。

□
赤
い
羽
根
共
同
募
金

戸
別
（
自
治
会
を
通
じ
て
各
世
帯
か

ら
寄
せ
ら
れ
た
募
金
）
＝
二
千
五
百

六
十
六
万
二
千
七
百
六
十
七
円
　
法

人
・
団
体
（
法
人
・
団
体
か
ら
寄
せ

ら
れ
た
募
金
）
＝
百
四
十
四
万
六
千

円
　
職
域
（
会
社
な
ど
職
場
で
の
募

金
）
＝
二
百
八
万
千
四
十
九
円
　
学

校
（
小
中
学
校
、
高
校
、
幼
稚
園
で

の
募
金
）
＝
百
五
十
一
万
五
千
八
百

七
十
二
円
　
街
頭
（
店
頭
、
駅
前
な

ど
で
の
募
金
）
＝
二
十
一
万
八
千
八

百
五
十
五
円
　
そ
の
他
（
篤
志
家
か

ら
寄
せ
ら
れ
た
募
金
な
ど
）
＝
十
万

九
千
三
百
九
十
三
円

□
地
域
歳
末
た
す
け
あ
い
募
金

戸
別
＝
千
三
百
七
十
五
万
六
千
六
百

二
十
五
円
　
そ
の
他
＝
八
十
四
万
七

千
三
百
八
十
三
円

○
…
問
い
合
わ
せ
は
生
活
課
�
８
９

０
―
６
２
３
７
へ
。

赤
い
羽
根
と
歳
末
た
す
け
あ
い
に

心
の
こ
も
っ
た
4,500
万
円
の
浄
財

縦
覧
の
問
い
合
わ
せ
は
資
産
税
課
�
８
９
０
―
６
２
１
６
、
審
査
申
し

出
の
問
い
合
わ
せ
は
市
民
税
課
�
８
９
０
―
６
２
０
２
へ
。

４月30日が納期限です

固定資産税の第１期
平成15年度の固定資産税

（都市計画税）の第１期の納
期限は、４月30日�です。
納め忘れのないようにご注
意ください。

閲覧などは資産税課で

課
税
明
細
書
な
ど

ご
活
用
く
だ
さ
い


